
※　長岡市は製品の斡旋等行っておりません。

申し込み方法などは、裏面をごらんください。

防水板の設置費用を補助します。

浸水に耐える素材で降雨前に建物や敷地の

出入口に設置し、浸水を防ぎます。

【対 象】

・市内に建物を所有、使用している方、事業者

【補助額】

・設置費用の２分の１（上限７５万円）

雨水タンクの設置費用を補助します。

雨を一時的にためることは有効な浸水対策の

ひとつです。

※１００リットル以上ためられる貯留槽が対象です。

【対 象】

・市内に居住する方、居住を予定している方

【補助額】

・設置費用の２分の１（上限２万円）

市では、一般のご家庭や事務所などに、雨水貯留槽と防水板を設置される方を応援

します。市と皆さまの力を合わせて、集中豪雨による浸水被害を軽減しましょう！

②防水板

①雨水タンク

設置例

市内全域の皆さまが対象です



平成３０年４月２日（月）から平成３０年１２月２１日（金）まで

ただし、予算が無くなり次第、終了します。

まずは、下水道課または支所産業建設課または建設課までご連絡ください。
対象の確認や制度の概要などをご説明します。

手続きの流れは次のとおりです。

【注意】 購入は④の段階です。その前に購入した場合は補助を受けられません。

申し込み方法など

交付申請書受付期間

◆下水道課 〔場所：ながおか市民センター３階〕 ◆小国支所産業建設課 （電話：９５－５９０６）

（電話：３９－２２３５・ＦＡＸ：３９－２２６６） ◆和島支所産業建設課 （電話：７４－３１１４）

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：ｇｅｓｕｉ＠ｃｉｔｙ.ｎａｇａｏｋａ.ｌｇ.ｊｐ） ◆寺泊支所産業建設課 （電話：７５－３１０５）

◆中之島支所産業建設課 （電話：６１－２０１２） ◆栃尾支所建設課 （電話：５２－５８２５）

◆越路支所産業建設課 （電話：９２－５９０４） ◆与板支所産業建設課 （電話：７２－３２０１）

◆三島支所産業建設課 （電話：４２－２２４９） ◆川口支所産業建設課 （電話：８９－３１１３）

◆山古志支所産業建設課 （電話：５９－２３４４）

申し込み・お問い合わせ

①補助申請

手続きの流れ

申
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②受理・審査

③交付金額決定④購入・取付

⑤工事完了 ⑥受理・確認

⑦確定・支払い処理⑧補助金受理

交付申請書提出

交付決定通知書

実績報告書提出

確定通知書

雨水タンクの利用イメージ

こんなメリット

があります！

治水

利水

地下水涵養

節水 etc…


